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（目的） 

第 1 条 この要項は、電話機を用いた特殊詐欺による被害を未然に防止するため、特殊詐

欺対策機器（以下「機器」という。）を、市民に貸与することについて必要な事項を定め

るものとする。 

（定義） 

第 2条 この要項において「特殊詐欺」とは、面識のない不特定の者に対し、電話その他の

手段を用いることにより、預貯金口座への振込その他の方法により現金等を交付させる

詐欺をいう。 

2 この要項において「機器」とは、着信した電話に通話内容を録音する旨のアナウンスを

発し、自動で通話内容を録音する機能を有するものをいう。 

（貸与対象者） 

第 3条 機器の貸与の対象となる者（以下「対象者」という。）は、申込時点で市内に居住

し、次の各号のいずれかに該当する世帯に属するものとする。 

  (1) 高齢者（65歳以上の者をいう。以下「高齢者」という。）のみの世帯 

  (2) 高齢者を含む世帯 

（貸与の申込み） 

第 4条 対象者のうち機器の貸与を受けようとする者（以下「申込者」という。）は、枚方

市特殊詐欺対策機器貸与申込書（様式第 1 号）により、市長に提出しなければならな

い。 

2 前項の申込みは、申込者の親族その他市長が適切であると認める者が、申込者に代わっ

て行うことができる。 

（貸与の決定及び通知） 

第 5条 市長は、前条の申込みを受付けたときは、貸与の可否を決定し、書面により申込者

に通知するものとする。ただし、申込時に、貸与の可否を決定する場合は省略すること

ができる。 

（貸与の内容及び条件） 

第 6条 機器の貸与台数は、１世帯につき 1台とし、貸与に係る費用は無料とする。 

２ 機器の貸与の期限は、市が当該貸与する機器を取得した日から起算して、６年間後の年

度末とする。 

３ 機器の貸与条件は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 申込者の属する世帯に設置された固定電話機以外の電話機で使用しないこと。 



(2) 機器の設置は、貸与を受けた申込者（以下「被貸与者」という。）が行うこと。 

(3) 機器を接続することにより発生する光熱費等は、被貸与者が負担すること。 

(4)  機器が故障し使用不能となった場合（「以下、故障等」という。）は、市に現有する

機器があって、かつ、１被貸与者に１回限り、機器を交換することができる。ただし、

被貸与者の故意又は過失による故障等の場合は、この限りではない。 

(5) 被貸与者の故意又は過失により機器が亡失した場合は、被貸与者が再購入価格相当

分を実費弁償すること。 

(6) 機器をこの事業の目的に反して使用し、譲渡し、売却し、又は担保に供してはなら

ないこと。 

（変更事項の届出） 

第 7条 被貸与者は、対象者の住所、氏名及び連絡先に変更が生じたときは、その旨を市長

に届け出なければならない。 

（被貸与者の管理） 

第８条 市長は、枚方市特殊詐欺対策機器貸与台帳（様式第３号）を作成し、被貸与者の情

報を適切に管理するものとする。 

（機器の調査） 

第９条 市長は、必要があると認めるときは、機器の設置状況について必要な調査をするこ

とができる。 

（機器の無償譲渡） 

第 10条 市長は、第 6条第 2項に規定する貸与の期限の到来後、継続して機器の使用を希

望する被貸与者に対して、当該機器を無償譲渡することができる。 

（機器の返還等） 

第 11条 市長は、被貸与者が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与の決定を取

り消し、機器を返還させるものとする。 

(1) 虚偽又は不正な手段により貸与を受けたとき。 

(2) 第 3条に規定する対象者でなくなったとき。 

(3) 第 6条第 3項第 1号又は第６号に違反したとき。 

(4) 機器が不要になったとき。 

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が貸与をすることが適当でないと認めたとき。 

2 被貸与者は、前項の規定により機器を返還するときは、自らの責任において、録音した

通話のデータを消去しなければならない。 

3 被貸与者は、機器が故障等し、又は亡失したときは、速やかに枚方市特殊詐欺対策機器

故障等・亡失届（様式第２号）を市長に提出しなければならない。 

 



（免責） 

第 12条 市は、取り付けた機器によって発生した事故等について、賠償の責任を負わない

ものとする。 

（補則） 

第 13条 この要項に定めるもののほか、機器の貸与について必要な事項は、市長が別に定

める。 

附則 

１．この要項は、改正の日から施行する。 

２．第５条に規定する貸与の申込み及びその受付けは、予算の範囲内において実施するも

のとする。 


